
率
が
ほ
ぼ
五
〇
㌫
台
（
そ
れ
も
、

多
く
は
、

寺
院
等
を
仮
校
舎
と
し
た
学
校
で

あ
っ

た

）
で

あ
っ

た
こ

と
か
ら
み
て

も
、

こ

の

よ
う
な
就
学
率
で

は
、

「
学

制
」
の

目
ざ
す
教
育
が
、

絵
に

か
い

た
餅
と
な
る
恐
れ
は
十
分
に

あ
っ

た
。

そ
こ

で
、

一

八
七
六
年
三
月
、

足
柄
県
で

は
、

就
学
の

勧
誘
と
督
励
の

た
め

「
聊
強
促
ノ

法
ヲ

施
シ

従
学
ヲ

促
シ

以
テ
一

層
人
民
ノ

気
力
ヲ

奮
励
セ

シ

メ

ン

コ

ト
ヲ

謀
リ

」、
「
就
学
督
励
法
」
を
定
め
て
い

る
（『
文
部
省
第

三
年
報
』『
小
田
原
町
役
場

明
治
九
年
県
会
議
案
其
他
書
類
』）。
こ

の

督
励
法
で

は
、

就
学
を
免
除
さ
れ
る
の

は
、

病
気
と
廃
疾
者
に

限
ら
れ
て

い

た
。

し
か
も
、

怠
慢
に

よ
る
不
就
学
者
に
は
懲
戒
の

た
め
の

「
謝
怠
金
」
あ
る
い

は
「
学
校
賦
役
」
を
割
り
当
て
、

そ
の

謝
怠
金
を
「
貧
民
ノ

子
女
」
の

就
学
の
一

助
に

す
る
こ

と
と
し
て
い

る
。

神
奈
川
県
で

も
、

一

八
七
六
年
、

夏
の

県
教
育
会
議
で
、

「
就
学
督
励
ノ

法
」
を
定
め
て
い

る
（『
県
教
育
史
資
料
編
』
一

）。
戸
長
は
、

年
二
回
「
学

齢
ニ

及
ヘ

ル

子
女
」
の

就
学
不
就
学
を
調
査
し
、

県
へ

報
告
す
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
た
だ
け
で

な
く
、

「
学
齢
ニ

シ

テ

不
就
学
ノ

者
ハ

区
戸
長
学
区

取
締
等
先
其
家
産
ヲ

探
索
シ
、

非
常
ノ

窮
民
ニ

非
サ
ル

ト
キ
ハ

再
三
説
諭
シ
、

尚
聴
従
セ

サ
ル

者
ハ

区
内
人
民
相
議
シ

テ
相
当
ノ

学
資
ヲ

出
サ
シ

ム

ル

ノ

規
則
ヲ

設
ク
ヘ

シ

」
と
、

就
学
督
促
を
具
体
化
す
る
こ

と
も
要
求
さ
れ
た
。

不
就
学
者
に

対
し
て

制
裁
金
を
課
す
こ

と
が
考
え
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

不
就
学
者
制
裁
金
と
も
い

う
べ

き
こ

の

規
定
が
、

ど
の

程
度
具
体
化
さ
れ
て
い

っ

た
か
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い

が
、

不
就
学
者
の

家
産
を
三
段
階
に

分
け
て
、

一

か
月
に

十
銭
、

七
銭
、

三
銭
、

あ
る
い

は
四
銭
、

三
銭
、

二
銭
と
い

っ

た

程
度
の

制
裁
金
を
課
し
た
と
こ

ろ
も
あ
っ

た
（『
神
奈
川
県
教
育
月
誌
』
一

八
七
六
年
十
二
月
）。

こ

の

年
（
一

八
七
六

）
十
一

月
、

専
ら
教
育
の

普
及
を
図
る
「
照
準
」
と
し
て

「
学
区
取
締
事
務
章
程
」
が
制
定
さ
れ
る
が
、

不
就
学
対
策
も
一

つ

の

重
要
な
柱
と
な
っ

て
い

た
（『
教
育
史
資
料
編
』
一

）。
従
来
年
二

回
で

あ
っ

た
不
就
学
調
査
を
毎
月
行
う
こ

と
に
し
て
、

調
査
の

精
密
さ
を
求
め
た

（「
事
務
章
程
」
で

は
、

は
じ
め
三
か

月
ご
と
で

あ
っ

た
が
、

後
に

改
め
ら
れ
て
、

毎
月
行
う
こ

と
に

な
っ

た
）。

さ
ら
に

こ

の

「
事
務
章
程
」
に
よ
っ

て
、

不

就
学
は
、

「
病
故
等
」
の

「
事
由
」
を
学
区
取
締
か
ら
取
り
た
だ
さ
れ
た
う
え
に
、

不
就
学
者
の

父
兄
と
戸
長
連
名
の「
不
就
学
理
由
書
」
を
提
出
し
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て
、

よ
う
や
く
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
っ

た
。

不
就
学
の

認
定
を
よ
り
厳
し
く
し
た
う
え
で
、

な
お
か
つ

不
就
学
者
が
存
在
す
る
の

は
、

学
区
取
締
の

職
務
怠
慢
の

結
果
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

ま
た
、

月
一

回
管
轄
区
内
を
「
巡
視
」
し
て
、

学
校
の

「
実
況
」
と
「
人
心
ノ

向
背
」
な
ど
、

学
事
に

関
係
す
る
事
項
を
「
監
査
」
し
て
、

「
巡
廻
日
誌
」
を
作
成
す
る
こ

と
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

学
区
取
締
は
、

教
育
行
政
の

現
場
に

あ
っ

て
、

管
轄
内
小
学
区
の
い

っ

さ
い

の

学
務
を
担
当
し
、

県
の

学
務
課
と
督
学
局
と
の
パ

イ
プ
役
を
果
た
す
「
学
制
」
実
施
の

要
石
と
も
い

う
存
在
で

あ
っ

た
。

し
た
が
っ

て
、

就
学
の

督
励
と
そ
の

効
果
い

か
ん
が
、

県
官
に

準
じ
た
身
分
を
与
え
ら
れ
て
い

た
（
十
二

等
か
ら
十
五
等
）
学
区
取
締
の

鼎
の

軽

重
を
問
う
こ

と
に

も
な
る
。

具
体
的
に

ど
ん
な
言
辞
を
用
い

て

就
学
の

説
諭
や
督
促
を
行
っ

た
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、

た
と
え
ば
、

小
学
校
の

新
築

問
題
ひ
と
つ

と
っ

て

も
、

民
費
の

負
担
増
と
の

関
連
で

「
苦
情
百
出
或
ハ

暴
言
ヲ

咄
キ
暴
行
ノ

挙
ニ

出
テ
ン

ト
ス

ル

状
況
ア
リ

」（『
川
崎
市
史
』）と
、

あ
る
学
区
取
締
が
記
し
て
い

る
こ

と
か
ら
み
て

も
、

就
学
督
促
対
策
が
目
に
み
え
る
よ
う
な
効
果
を
上
げ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ

の
こ

と
は
、

就
学
率
の

推
移
か
ら
も
推
察
で

き
る
。

第
九
表
の

と
お

り
、

足
柄
県
・

神
奈
川
県
が
、

「
強
迫
教
育
」
と
当
時
の

人
た
ち
が

呼
ん

だ
と
い

わ
れ
る
強
力
な
就
学
督
促
方
法
を
実
施
し
た
一

八
七
六
年
は
、

と
く
に

女
子
の

就
学
率
が
伸
び
た
こ

と
も
あ
っ

て
、

就
学
率
は
学
齢
児
童
男

女
全
体
で

は
じ
め
て
五
〇
㌫
台
と
な
っ

た
。

よ
う
や
く
学
齢
児
童
数
の
ほ
ぼ
二
分
の
一

に
ま
で

就
学
率
が
伸
び
た
の

も
つ

か
の

間
、

翌
年
の
一

八
七

七
（
明
治
十

）
年
は
、

四
六
・

二

㌫
に

落
ち
こ

ん
で
い

る
。

落
ち
こ

み
の

理
由
は
、

明
ら
か
で

な
い

が
、

年
々

漸
減
し
、

一

八
八
一

年
に
は
四
二
・

五

㌫
と
な
る
。

「
学
制
」
以
来
全
国
平
均
を
や
や
上
ま
わ
っ

て
い

た
就
学
率
も
、

そ
の

後
は
、

県
全
体
と

し
て

は
上
昇
す
る
が
、

全
国
平
均
を
越
え
る

こ

と
は
な
か
っ

た
。

就
学
者
が
増
加
し
た
と
い

っ

て

も
、

そ
の

児
童
は
必
ず
毎
日
出
席
し
通
学
し
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
。

そ
こ

で
、

就
学
率
が
下
降
し
始
め
た
一

八

七
七
年
の

出
席
状
況
を
み
る
と
、

県
全
体
で
、

出
席
率
は
八
〇
・

四
一

㌫（
全
国
平
均
七
〇
・

七
四

㌫
）、
通
学
率
は
三
七
・

三
九
㌫（
二
七
・

九
三

㌫
）

で

あ
っ

た
。

実
際
に

就
学
し
、

日
々

出
席
し
て

通
学
し
て
い

る
児
童
数
は
、

学
齢
児
童
の

四
割
に

も
満
た
な
い

こ

と
が
わ
か
る
。
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学
区
取
締
ら
の

熱
心
な
就
学
勧
誘
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の

実
態
は
、

こ

の

程
度
で

あ
っ

た
。

「
非
常
ノ

窮
民
」
か
「
病
故
」
以
外
は

就
学
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

の

が
原
則
で

あ
っ

た
と
は
い

え
、

就
学
者
と
い

っ

て

も
、

そ
の

実
ほ
と
ん
ど
学
校
に

通
学
し
て
い

な
い

者
が
多
か
っ

た
。

「
学
制
」

の

実
施
は
、

多
数
の

不
就
学
児
童
と
、

長
欠
児
童
を
切
り
捨
て

て

進
め

ら
れ
、

「
国
民
皆
学
」
の

方
針
と
は
矛
盾
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
て

い

た
の

で

あ
る
。

第
四
節
　
徴
兵
令
の

発
布
と
施
行

一

　

徴
兵
令
の

制
定

徴
兵
令
の
布
告

維
新
政
府
は
、

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
四
月
、

鹿
児
島
、

山
口
、

高
知
三
藩
兵
約
一

万
人
か

ら

な
る
「
親
兵
」
を
直
属
軍
隊

と
し
て

設
置
し
、

同
年
七
月
に
は
こ

の

武
力
を
背
景
に

廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
。

さ
ら
に

廃
藩
置
県
後
、

東
京
・

大
坂
・

鎮
西
・

東
北
の

四
鎮
台
八
分
営
設
置
の

指
令
を
出
し
、

神
奈
川
・

足
柄
の

両
県
は
東
京
鎮
台
の

管
轄
下
に

は
い
っ

た
。

鎮
台
兵
に

は
、

各
藩
の

武
士
を
召
集

し
た
壮
兵
を
あ
て

た
た
め
、

訓
練
や
装
備
も
統
一

を
欠
い

て
い

た
け
れ
ど
も
、

新
し
く
編
成
さ
れ
た
常
備
軍
で

あ
っ

た
。

し
か
も
、

廃
藩
置
県
後
の

各
地
域
に
は
、

反
政
府
の

風
潮
が
び
漫
し
て
い

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

「
管
内
厳
粛
ニ

取
締
即
決
処
置
懲
誡
ヲ

可
加
候
万
一

手
余
リ
候
節
ハ

所
在
鎮
台

へ

申
出
臨
機
ノ

措
置
ニ

可
及
候
事
」
と
、

政
府
が
布
告
で

述
べ

て
い

る
よ
う
に
、

鎮
台
兵
は
、

反
政
府
の

暴
動
を
鎮
圧
す
る
た
め
の

と
っ

て

お
き
の
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存
在
で

あ
っ

た
（『
法
規
分
類
大
全
』
兵
制
門
一

）。

し
か
し
、

そ
れ
で

も
鎮
台
兵
の

訓
練
や
装
備
を
画
一

化
し
て
、

兵
力
を
整
備
し
、

「
内
国
ヲ

綏
撫
シ

人
心
ヲ

鎮
圧
」
す
る
新
し
い

軍
事
力
の

創
出

が
、

維
新
政
府
の

主
要
な
課
題
と
な
っ

て
い

た
の

で

あ
る
（
大
山
梓
編
『
山
県
有
朋
意
見
書
』）。

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
十
一

月
二
十
八
日
、

維
新
政
府
は
「
徴
兵
ニ

関
ス

ル

詔
勅
」
と
太
政
官
告
諭
を
発
し
て
、

徴
兵
令
の

発
布
を
予
告
し
、

十

五
日
後
の
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
一

月
十
日
に

は
徴
兵
令
を
布
告
し

て

国
民
皆
兵
制
を
宣
言
し
た
（
明
治
五
年
は
太
陰
暦
を
改
め
て

太
陽
暦
を
採
用
し

た
た
め

十
二
月
二
日
で

終
り
、

十
二

月
三
日
が
六
年
一

月
一

日
と
な
っ

た
）。

「
徴
兵
ニ

関
ス

ル

詔
勅
」
は
、

「
国
家
保
護
ノ

基
」
の

確
立
を
「
百
官
有
司
」
に

号
令
し
た

も
の

で
、

詔
勅
を
敷
衍
し
た
徴
兵
告
諭
で

は
「
固
ヨ

リ
後
世
ノ

雙
刀
ヲ

帯
ヒ

武
士
ト
称
シ

抗
願
坐
食
シ

甚
シ

キ
ニ

至
テ
ハ

人
ヲ

殺
シ

官
其
罪
ヲ

問
ハ

サ
ル

者
ノ

如
キ
ニ

非
ス

」
と
述
べ

て
、

士
族
の

武
力

独
占
を
否
定
し
、

「
全
国
四
民
男
子
二
十
歳
ニ

至
ル

者
ハ

尽
ク

兵
籍
ニ

編
入
シ
、

以
テ
緩
急
ノ

用
ニ

備
フ

ヘ

シ

」
と
厳
命
し
て

国
民
皆
兵
主
義
を
強

調
し
て
、

徴
兵
は
国
民
の

義
務
で

あ
る
と
規
定
し
た
。

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
一

月
十
日
、

徴
兵
令
が
布
告
さ
れ
た
。

徴
兵
令
に

よ
っ

て
、

二

十
歳
に

達
し

た
成
年
男
子
は
徴
兵
検
査
を
受
け
、

毎
年

一

万
五
百
六
十
人
が
常
備
軍
（
三
年
在
営
服
務
）
と
し
て

徴
集
さ
れ
、

続
い

て

後
備
軍
に

編
入
さ
れ
（
常
備
軍
の

服
務
終
了
者
で
、

在
郷
し
て

四
か

年
召
集

義
務
）、

合
計
七
か
年
の

兵
役
を
務
め
る
よ
う
定
め
ら
れ

た
。

ほ

か

に

十
七
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の

男
子
は
国
民
軍
と
し
て

す
べ

て

兵
籍
簿
に

登
録

さ
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
。

徴
兵
令
と
前
後
し
て

兵
制
が

整
備
改
正
さ
れ
、

四
鎮
台
は
全
国
六
軍
管
、

東
京
・

仙
台
・

名
古
屋
・

大
阪
・

広
島
・

熊
本

の

六
鎮
台
、

十
四
営
所
が
設
置
さ
れ
た
。

神
奈
川
県
、

足
柄
県
と
も
に

第
一

軍
管
東
京
鎮
台
に

編
入
さ
れ
た
。

こ

う
し
て

国
民
皆
兵
を
基
調
と
す
る

徴
兵
制
度
が
し
か
れ
た
。

徴
兵
令
に
よ
っ

て

構
想
さ
れ
た
日
本
軍
隊
は
、

鎮
台
平
時
の

定
員
が
三
万
一

千
六
百
八
十
人
、

戦
時
の

定
員
四
万
六
千
三

百
五
十
人
、

近
衛
兵
三
千
八
百
八
十
人
で
、

合
計
、

平
時
下
で

は
三
万
五
千
五
百
六
十
人
、

戦
時
に

は
五
万
二
百
三
十
人
で

あ
っ

た
。
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不
公
平
な
徴

兵
免
役
規
則

徴
兵
令
の

制
度
は
そ
れ
自
体
大
き
な
問
題
を
も
っ

て
い

た
。

そ
れ
は
、

徴
兵
令
第
三
章
の

常
備
兵
免
役
概
則
で

あ
る
。

免
役
概
則

は
十
二
条
に

わ
た
る
広
範
な
免
役
規
定
を
定
め
て
い

た
。

免
役
条
項
の

あ
る
こ

と
自
体
、

国
民
皆
兵
と
矛
盾
す
る
が
、

そ
れ
だ
け

で

な
く
、

免
役
条
項
こ

そ
が
徴
兵
令
の

特
色
と
性
格
を
物
語
る
も
の

で

あ
っ

た
。

十
二
条
の

免
役
条
項
は
、

ほ
ぼ
次
の

よ
う
に

分
類
さ
れ
る
。

一

　
身
長
五
尺
一

寸
未
満
の

者
お
よ
び
虚
弱
者
と
不
具
者

二
　
陸
海
軍
の

生
徒

三
　
罪
科
あ
る
者

四
　
官
省
府
県
に

奉
職
の

者
。

官
立
学
校
卒
業
生
お
よ
び
生
徒
。

洋
行
修
業
の

者
。

代
人
料
二
百
七
十
円
納
入
者
。

（
代
人
料
の

規
定
は
、

免
役
規

則
で

な
く
雑
則
に

あ
る
）

五
　
一

家
の

主
人
。

嗣
子
お
よ
び
承
祖
の

孫
。

独
子
独
孫
。

父
兄
に

代
っ

て

家
を
治
め
る
者
。

養
子
。

徴
兵
在
役
中
の

兄
弟
。

こ

の

よ
う
に

分
類
さ
れ
る
免
役
条
項
を
、

さ
ら
に
立
ち
い

っ

て

み
て

み
る
と
、

ま
ず
一

は
、

当
然
の
こ

と
と
み
ら
れ
る
が
、

じ
っ

さ
い

に

は
、

有

力
者
の

子
弟
が
徴
兵
検
査
官
と
結
託
し
て

「
兵
役
ニ

堪
ヘ

サ
ル

者
」
と
の

認
定
を
受
け
る
手
立
て

と
も
な
っ

た
。

三
の
「
罪
科
ア
ル

者
」
は
、

「
忠
直

奉
戴
の

誠
」
を
尽
す
こ

と
を
目
的
と
す
る
軍
隊
の

秩
序
を
乱
す
恐
れ
が
あ
る
か
ら
と
い

う
理
由
で

あ
っ

た
（『
公
爵
山
県
有
朋
伝
』
中
巻
）。

四
は
、

官

僚
と
有
産
者
た
ち
に

特
権
的
な
地
位
を
与
え
る
規
定
で

あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

と
り
わ
け
、

代
人
料
二
百
七
十
円
を
上
納
す
れ
ば
、

検
査

の

う
え
、

現
役
の

抽
選
に

当
た
っ

て

も
免
役
を
う
け
る
道
も
開
か
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

当
時
歩
兵
二
等
卒
の

俸
給
年
額
は
十
五
円
三
十
三
銭
、

食

費
代
、

賄
料
、

被
服
寝
具
な
ど
に

か
か
る
費
用
が
平
均
六
十
七
円
六
十
六
銭
で
、

合
計
八
十
二
円
九
十
九
銭
ほ
ど
の

経
費
で

あ
る
か
ら
、

代
人
料
は

兵
卒
一

人
の

常
備
三
年
分
を
こ

え
る
額
に

相
当
し
て
い

た
の

で

あ
る
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近
代4

　
一

九
六
二

年
版
）。

そ
れ
だ
け
に
、

こ

う
し
た
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巨
額
の

代
人
料
を
納
め
る
こ

と
の
で

き
る
人
た
ち
は
、

き
わ
め
て

少
数
で

あ
っ

た
。

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
か

ら
八
〇
年
に

至
る
八
か
年
の

間
に
、

代
人
料
の

納
入
者
は
全
国
で

わ
ず
か
六
百
四
人
に

過
ぎ
な
か
っ

た
（
鹿
野
政

直
「
日
本
軍
隊
の

成
立
」『
歴
史
評
論
』
四
六
）。

神
奈
川
県
の

場
合
、

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
に

二
人
、

一

八

七
六
年
に

三
人
、

一

八
七
七
年
に
一

人
、

一

八

七
九
年
に

二
人
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
に
八
人
と
、

十
六
人
を
数
え
る
だ
け
で

あ
る
（『
神
奈
川
県
史
料
』
第

一

巻
）。

五
の

免
役
規
定
は
、

戸
主
・

戸
主
た
る
べ

き
者
・

戸
主
に

代
わ
る
も
の
す
べ

て

を
兵
役
の

対
象
外
と
し

て
い

る
が
、

こ

の
こ

と
は
、

国
民
を
統
合
し
て
い

く
上
で

「
家
」
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
維
新
政
府
の

方
針
と
関

係
し
て
い

た
。

こ

の

よ
う
な
広
範
な
免
役
規
定
が
あ
っ

た
た
め
、

理
想
と
し
て

国
民
皆
兵
を
目
差
し
た
と
い

っ

て

も
、

実
際
は
、

国
民
皆
兵
制
と
は
異
な
る
賦
役
に

ち
か
い

も
の

で

あ
っ

た
（
藤
原
彰
『
軍
事
史
』）。
そ
の

た
め
徴
兵

に
よ
る
労
働
力
徴
収
に

対
す
る
農
民
の

不
満
も
た
か
く
、

い

わ
ゆ
る
「
血
税
一

揆
」、
「
徴
兵
反
対
一

揆
」
が
ひ
き

お
こ

さ
れ
た
（
十
六
件
の

う
ち
七
六
年
に

十
三
件
発
生
）。

し
か
も
、

徴
兵
令
の

採
用
に

よ
っ

て
、

維
新
政
府
に

対
す

る
士
族
の

不
平
と
反
抗
も
た
か
ま
り
、

西
南
の

諸
県
に
、

佐
賀
の

乱
、

熊
本
神
風
連
の

乱
、

福
岡
秋
月
の

乱
、

山

口

萩
の

乱
が
発
生
し
て
い

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

広
範
囲
な
徴
兵
免
役
制
の

も
と
で

実
際
に

は
ほ
と
ん
ど
徴
兵
の

実

を
あ
げ
え
な
い

の

が
実
情
で

あ
っ

た
。

神
奈
川
県
の

場
合
で

も
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
の

第
一

回
の

徴
兵
検
査
で

は
、

徴
兵
相
当
の

壮
丁

は

二
百

八
十
四
人
で
、

割
り
当
て

徴
兵
数
が
二
百
二
十
人
で

あ
っ

た
が
、

徴
兵
合
格
と
な
っ

た
も
の

は
、

百
十
四
人
に

過

ぎ
な
か
っ

た
。

全
国
的
に

み
て

も
、

第
十
表
に

読
み
と
れ
る
よ
う
に
、

徴
兵
令
制
定
後
三
年
の
一

八
七
六
（
明
治

第10表　1876年全国徴兵免役者の状況

鹿野政直「日本軍隊の成立」『歴史評論』46から
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九
）
年
の

免
役
者
は
、

じ
つ

に

八
二
㌫
も
の

免
役
者
が
で

て
い

る
の

で

あ
る
。

二
　
徴
兵
の

実
情

徴
兵
令
の
実
施

徴
兵
令
は
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
一

月
十
日
に

発
布
さ
れ
た
。

こ

の

日
陸
軍
省
は
、

東
京
府
お

よ
び
神
奈
川
県
ほ
か
十
六
県

に
、

「
今
般
徴
兵
令
被
相
定
首
ト

シ

テ

東
京
鎮
台
管
下
ノ

府
県
徴
兵
被
仰
出
来
ル

二
月
十
五
日
ヨ

リ
徴
兵
使
発
行
候
」
と
指
令

し
、

ま
ず
東
京
鎮
台
管
轄
下
の

府
県
に

徴
兵
令
の

実
施
と
徴
募
事
務
の

開
始
を
命
じ
た
（『
法
令
全
書
』
一

八
七
三
年
）。
そ
れ
に

よ

れ
ば
、

「
現
今
戸

籍
人
口

調
モ

不
精
密
ノ

折
柄
」
な
の

で
、

今
回
限
り
徴
兵
適
齢
期
の

壮
丁
が
、

ど
の

く
ら
い

い

る
か
と
い

う
こ

と
と
無
関
係
に
、

府
県
の

米
の

収
穫

高
、

つ

ま
り
石
高
に

応
じ
て
、

「
一

千
五
百
石
ニ

付
一

人
ノ

見
込
ヲ

以
テ

」
徴
募
す
る
こ

と
に

し

た
の

で

あ
る
。

当
時
神
奈
川
県
は
石
高
三
十
三
万

石
、

足
柄
県
は
石
高
二
十
六
万
石
で

あ
っ

た
か
ら
、

神
奈
川
県
に
は
二
百
二
十
人
、

足
柄
県
に

は
百
七
十
三
人
余
が
徴
兵
人
員
と

し
て

割
り
当
て

ら
れ
た
。

東
京
鎮
台
管
轄
下
一

府
十
七
県
で

徴
募
相
当
数
は
約
四
千
九
百
七
人
で

あ
っ

た
。

陸
軍
省
の

指
令
を
う
け
て

神
奈
川
県
、

足
柄
県
で

徴
兵
事
務
が
開
始
さ
れ
た
。

神
奈
川
県
に

あ
っ

て
は
、

権
参
事
を
議
長
に
、

典
事
以
下
八
名
が

そ
れ
ぞ
れ
徴
兵
議
官
・

議
員
に

任
命
さ
れ
史
生
、

傭
医
各
若
干
名
を
も
っ

て

徴
兵
事
務
の
ス

タ
ー
ト

を
切
っ

た
（『
神
奈
川
県
史
料
』第
一

巻
）。
足
柄
県

で

も
二
月
二
日
に

戸
主
と
長
男
を
除
い

た
満
二

十
歳
の

者
を
召
集
し
下
検
査
を
お
こ

な
い
、

二
月
十
三
日
に
は
各
区
に

徴
兵
史
生
、

徴
兵
議
員
を
事

務
取
扱
と
し
て

任
命
し
て
い

る
（『
明
治
小
田
原
町
誌
』
上
、

『
神
奈
川
県
史
料
』
第
九
巻
）。

と
こ

ろ
で
、

徴
兵
令
が
ま
っ

た
く
一

方
的
に
、

「
民
庶
」
の

意
志
や
行
為
と
は
関
係
な
し
に

問
答
無
用
の

形
式
で

発
布
さ
れ
た

だ
け
に
、

国
民
皆

兵
の

実
施
宣
言
は
、

民
衆
に

と
っ

て

は
青
天
の

霹
靂
で

あ
っ

た
。

し
か
も
、

不
公
平
な
免
役
規
定
に
よ
っ

て
、

国
民
皆
兵
ど
こ

ろ
か
、

徴
兵
は
「
大
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切
な
人
の

子
を
折
角
両
親
が
辛
苦
艱
難
を
尽
し
、

尿
屎
の

世
話
か
ら
手
習
ひ
算
盤
そ
こ

そ
こ

に

稽
古
さ
せ
、

こ

れ
か

ら
些
し
家
業
の

役
に

も
立
様
に

成
っ

た
も
の

」、

す
な
わ
ち
一

家
の

労
働
の

柱
と
も
い

う
べ

き
存
在
で

あ
る
男
子
の

労
働
力
を
徴
発
す
る
、

新
た

な
徴
税
と
し
て

重
く
の

し
か
か
っ

た
の

で

あ
る
（『
明
治
文
化
全
集
』
第
二

〇
巻
所
収
「
開
化
乃
入
門

」）。
「
徴
兵
告
諭
」
の

「
血
税
」
と
い

う
表
現
を
逆
手
に
し
て
、

新
た
な
負
担
増
で

あ

る
徴
兵
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
心
情
は
、

か
な
り
広
範
囲
に

広
が
っ

て
い

た
。

神
奈
川
県
や
足
柄
県
に
は
、

徴
兵
反
対
の

集
団
的
な
動
き
に
つ

い

て

は
、

今
の

と
こ

ろ
記
録
さ
れ
た
資
料
と
し
て

は
残
さ
れ
て
い

な
い
。

し
か
し
、

徴
兵
令
の

施
行
に

さ
い

し
て
、

神
奈
川
県
で

は
「
管
内
人
民
或
ハ

朝

旨
ヲ

暁
解
シ

難
カ
ラ
ン

ヲ

恐
レ

県
官
派
出
シ

諭
告
懇
到
頗
ル

勤
メ

リ

」（『
神
奈
川
県
史
料
』
第
一

巻
）
と
い

っ

た
よ
う
な
手
立
て

を
用
い

て
、

徴
兵
令

の

趣
旨
の

徹
底
に

懸
命
で

あ
っ

た
。

県
下
に

は
、

徴
兵
を
免
れ
る
手
段
と
し
て
、

自
ら
姿
を
く
ら
ま
す
失
踪
・

逃
亡
な
ど
が

か

な
り
続
出
し
て
い

た
。

徴
兵
令
施
行
二

年
目
の
一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
九
月
十
四
日
、

第
二

大
区
か

ら
第
二

十
大
区
の

区
長
全
員
を
県
庁
に

呼
び
集
め
て
、

権
参
事

小
島
信
民
の

「
徴
兵
逃
亡
に

関
す
る
訓
示
書
」
を
申
し
渡
し
た
の

も
、

徴
兵
逃
亡
者
が
頻
発
す
る
事
態
に

対
し
て
と
っ

た
措
置
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で

を
未
然
に

防
ぐ
に
は
、

徴
兵
令
の

趣
旨
を
よ
く
人
民
に

理
解
さ
せ
る
こ

と
で

あ
る
か
ら
、

区
長
ら
が

権
参
事
に

代
わ
っ

て

人
民
の

説
諭
に

あ
た
る
こ

は
徴
兵
逃
亡
と
を
督
励
し
て
い

る
。

「
被
仰
渡
今
般
徴
兵
令
ニ

就
テ

妄
リ
ニ

逃
亡
ス

ル

ノ

徒
ア

リ
聞
エ

ア

リ
、

実
ニ

予
ノ

心
ヲ

痛
マ

シ

ム

ル

所
也
、

抑
徴
兵
ノ

令
ア
ル

ヤ

政
府
ニ

ヲ

イ
テ
モ

深
ク

策
ル

所

ア
リ
、

既
ニ

旧
藩
士
ノ

志
願
ス

ル

モ

ノ

数
多
ア
ル

ヲ

或
ハ

説
或
ハ

諭
シ

テ

之
ヲ

黙
カ
シ

メ

其
之
ヲ

厭
フ

農
工

商
ヲ

問
ワ

ズ
一

般
人
民
ノ

内
ヨ

リ
年
当
ノ

者
ヲ

徴
ス
、

是
全
国
人
民
ノ

権
ヲ

同
一

平
均
セ

ン

カ
為
メ

ニ

シ

テ

尤
国
力
ヲ

奮
起
ス

ル

ノ

基
礎
タ
リ
…
…
〈
中
略
〉
…
…
今
日
徴
ス

所
ノ

者
必
今
日
戦
場
ニ

趣
カ

シ

ム

ル

ノ

理

ナ
シ
、

逐
次
予
備
ニ

充
ル

ニ

在
ル

モ

ノ

ト
ス
、

然
其
便
ヲ

捨
迂
ヲ

取
ル

皆
将
来
全
国
人
民
ノ

権
栄
ヲ

均
フ

セ

ン

ヲ

慮
ル

ノ

ミ

…
…
〈
略
〉
…
…
茲
ヲ

以
テ

能
区
長
ニ

於
テ

説
諭
シ

其
部
属
ノ

婦
女
老
父
母
ノ

喋
々

ヲ

慰
メ

当
者
ノ

疑
団
ヲ

解
ン

事
ヲ

啻
ニ

某
意
ヲ

解
セ

ス

驚
怯
シ

テ
逃
走
亡
命
ス

ル

如
キ
徒
ア
ル

ニ

於
テ
ハ

他
県
エ

ノ

聞

且
政
府
エ

対
シ

予
ガ

面
目
又
是
ヲ

如
何
ト

思
フ

ヤ
、

因
之
自
ラ

回
郷
シ

説
諭
セ

ン

ト

思
フ

モ

時
ト
シ

テ

暇
ヲ

得
ス

故
、

今
回
各
区
長
ノ

足
ヲ

労
セ

シ

ナ
リ
、

此
旨
服

膺
シ

徴
兵
令
免
役
規
則
ニ

当
ル

事
情
ア

ル

ト
否
ト
ヲ

弁
察
シ

之
ヲ

調
理
シ

不
日
徴
兵
使
発
向
ア
ル

時
ニ

当
ツ

テ
差
閊
無
之
様
注
意
有
度
是
予
ガ
所
望
云
々

」（『
藤
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沢
市
史
』
第
三
巻
）。

県
当
局
は
、

区
長
ら
が
徴
兵
令
の

趣
旨
を
人
民
に

よ
く
説
諭
し
、

徹
底
す
る
こ

と
と
、

免
役
規
則
の

厳
密
な
適
用
な
ど
に
よ
っ

て

徴
兵
の

実
を
あ

げ
よ
う
と
躍
起
と
な
っ

て
い

た
こ

と
が
わ
か
る
。

「
妄
リ
ニ

逃
亡
ス

ル

徒
」、
「
某
意
〈
徴
兵
の

趣
旨
―
筆
者
注
〉
ヲ

解
セ

ス

驚
怯
シ

テ

逃
走
亡
命
ス

ル

如
キ
徒
」
が
続
出
す
る
よ
う
で

は
、

「
他
県
エ

ノ

聞
且
政
府
エ

対
シ

予
ガ
面
目
」
も
丸
つ

ぶ
れ
に

な
る
か
ら
、

「
徴
兵
使
発
向
ア
ル
ニ

当
ツ

テ
差
閊

無
之
様
注
意
有
度
」
と
、

権
参
事
が
区
長
ら
に

強
く
「
所
望
」
し
て
い

る
の

で

あ
る
。

徴
兵
令
の

趣
旨
の

徹
底
は
、

維
新
政
府
の

威
信
を
草
深
い

村

々

に

ま
で

ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
こ

と
で

も
あ
る
。

そ
れ
は
置
県
後
た
か
だ
か
三
年
に

も
な
ら
な
い

県
が
、

「
学
制
」
と
「
地
租
改
正
」
の

施
行
に

加
え

て
、

こ

の

徴
兵
令
の

実
施
と
い

う
新
政
府
の

三
大
改
革
事
業
を
い

か
に
し
て

軌
道
に

乗
せ
る
か
と
い

う
こ

と
で

も
あ
っ

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

初
代
県

令
陸
奥
宗
光
の

着
任
と
同
時
に
、

大
蔵
省
の

租
税
権
大
佑
・

祖
税
寮
三
等
出
仕
を
へ

て

神
奈
川
県
大
属
へ

転
出
し
、

こ

の

年
二

月
に

権
参
事
と
な
っ

て
い

た
小
島
信
民
に
と
っ

て

み
れ
ば
、

区
長
ら
を
呼
び
つ

け
て

ま
で

し
て
、

徴
兵
令
の

趣
旨
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
徴
兵
逃
亡
者
が
い

る
と
い

う
こ

と
は
、

ま
さ
に

維
新
政
府
の

中
堅
官
僚
の

面
目
に

か
か
わ
る
こ

と
で

も
あ
っ

た
。

さ
て

陸
軍
省
の

指
令
を
う
け
て
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
二

月
に

足
柄
県
は
、

小
田
原
の

旧
本
陣
の

清
水
家
宅
に

徴
兵
検
査
場
と
徴
兵
署
を
設

け
た
。

ま
た
神
奈
川
県
が
、

横
浜
の

野
毛
山
学
校
を
徴
兵
署
に

あ
て
て
、

徴
兵
使
を
迎
え
て

は
じ
め
て
の

徴
兵
検
査
を
お
こ

な
っ

た
の

は
、

三
月
九

日
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

県
下
の

徴
兵
適
齢
者
を
全
部
こ

こ

に

召
集
し
て

検
査
を
お
こ

な
っ

た
の

で

は
な
い
。

ま
ず
県
下
の

村
々

で
、

区
長
ら
が
徴

兵
下
検
査
と
称
す
る
徴
兵
適
格
者
の

調
査
を
お
こ

な
っ

た
。

こ

の

下
検
査
は
、

前
年
の

明
治
五
年
に

精
密
に

作
ら
れ
て
い

た
「
戸
籍
帳
」（
壬
申
戸
籍
）

に

基
づ
い

て
、

戸
籍
区
を
単
位
と
し
て

実
施
さ
れ
た
。

だ
か
ら
陸
軍
省
令
は
、

現
時
点
で

は
戸
籍
や
人
口
の

調
査
が
精
密
で

な
い

の
で
、

急
に

適
齢

者
を
調
べ

る
の

は
、

容
易
な
こ

と
で

は
な
い

と
の
べ

て
い

る
け
れ
ど
も
（『
法
令
全
書
』
一

八
七
三
年
）、
「
壬
申
戸
籍
」
が
、

徴
兵
下
検
査
で

は
威
力
を

発
揮
し
た
は
ず
で

あ
る
。

適
齢
者
の

抽
出
は
、

そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
は
な
か
っ

た
は
ず
で

あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、

適
格
者
の

判
定
に
こ

そ
い

ろ
い
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ろ
困
難
が
あ
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

徴
兵
令
を
遵
守
す
る
と
の

「
請
書
」
を
村
々

の

戸
長
・

副
戸
長
に

出
さ
せ
て
、

適
・

不
適
格
者
の

判
定
に

責
任
を

持
た
せ
て
い

た
。

だ
が
、

名
目
上
は
維
新
政
府
の

「
百
官
有
司

」
の

末
端
に
つ

ら
な
る
戸
長
・

副
戸
長
で

は
あ
っ

た
が
、

幕
末
以
来
村
の

統
率
者
と

し
て

村
び
と
た
ち
と
と
も
に
、

激
動
の

「
御
維
新
」
の

渦
中
に

身
を
お
い

て

き
た
だ
け
に
、

一

家
の

労
働
力
を
徴
発
す
る
に

等
し
い

徴
兵
に
は
、

な

か
な
か
精
励
す
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

期
限
ま
で
に

適
齢
者
の

調
書
を
県
に

提
出
し
な
い

た
め
、

「
昼
夜
ノ

差
別
ナ
ク

早
々

取
調
」

べ

る
こ

と
を
督
促
さ
れ
な
が
ら
も
な
お
提
出
せ
ず
、

再
三
に
わ
た
っ

て

「
早
々

可
差
出
事
」
と
県
か
ら
催
促
さ
れ
る
区
長
も
い

た
の
で

あ
る
（『
神
奈

川
県
布
達
』
一

八
七
三
年
十
二

月
一

日
、

十
二
月
五
日

）。
ま
た
、

橘
樹
郡
第
二

十
二
区
（
現
在

川
崎
市
域

）
の

第
一

回
目
の

徴
兵
下
検
査
で

は
適
齢
者
五

十
三
人
全
員
が
、

嗣
子
・

戸
主
・

養
子
・

独
子
・

父
兄
に

代
わ
っ

て

家
を
治
め
る
者
、

開
拓
使
御
用
人
足
と
し
て

出
稼
、

五
尺
一

寸
未
満
、

病
弱
、

不
具
、

以
上
の
い

ず
れ
か
に

該
当
し
て
、

徴
兵
不
適
格
者
で

あ
っ

た
と
い

う
記
録
も
あ
る
（『
川
崎
市
史

』）。
あ
る
い

は
第
二

十
区
の

田

名
村
（
現
在

相
模
原
市

）
で
、

実
際
に
は
、

五
尺
二

寸
の

身
長
で

あ
る
の
に
、

免
役
該
当
者
と
し
て

申
し
出
た
と
こ

ろ
、

「
戸
長
共
不
調
ノ

儘
区
長
ニ

申
出
」
た
こ

と
が

露
見
し
て
、

再
検
査
の

上
「
昼
夜
ヲ

掛
ケ
可
申
出
事
」
と
、

区
長
が
県
か
ら
灸
を
す
え
ら
れ
た
り
し
て

い

る
（『
神
奈
川
県
布
達
』
一

八
七
三
年
十

二
月
二

十
日

）。
区
戸
長
ら
の

意
識
的
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
ル

ー
ズ
な
徴
兵
下
検
査
は
、

全
県
的
に
お
こ

な
わ
れ
て
い

た
。

村
々

か
ら
下
検
査
を
す

ま
せ
た
徴
兵
適
格
者
が
、

区
戸
長
ら
に

付
き
添
わ
れ
て
、

横
浜
野
毛
山
の

検
査
場
へ

出
頭
し
た
。

そ
こ

で

徴
兵
使
の

「
検
丁

」（
検
査

）
を
受
け
て

徴

兵
者
が
決
め
ら
れ
た
。

陸
軍
省
か
ら
二
百
二
十
人
の

徴
兵
を
割
り
当
て

ら
れ
て
い

た
が
、

二
百
八
十
四
人
の

被
検
者
の

う
ち
検
査
合
格
し
た
も
の

は

百
四
十
四
人
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

割
り
当
て

数
の

六
五
㌫
程
度
し
か
充
足
で

き
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
も
、

そ
の

う
ち
実
際
に

入
営
す
る
常
備

兵
は
さ
ら
に

少
な
く
、

百
一

人
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
事
態
は
、

神
奈
川
県
だ
け
の
こ

と
で

は
な
い
。

免
役
者
の

増
大
な
ど
も
あ
っ

て

全
国
的
に

み
て

も
実
際
に

徴
兵
し
た
兵
員
は
少
な
く
、

近
衛
お
よ
び
各
鎮
台
の

壮
兵
に

代
え
る
ま
で

に
い

た
ら
な
か
っ

た
。

徴
兵
令
施
行
後
三
年
の
一

八
七
六

（
明
治
九

）
年
の

時
点
で

も
、

徴
兵
の

兵
員
は
な
お
旧
来
の

壮
兵
の

数
に
匹
適
し
な
か
っ

た
と
い

う
か
ら
、

そ
の

意
味
で

は
、

徴
兵
の

名
が
あ
っ

て
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実
が
な
か
っ

た
と
も
い

え
る
（
藤
原
彰
『
軍
事
史
』）。

神
奈
川
県
の

場
合
、

最
初
の

徴
兵
検
査
合
格
者
は
百
四
十
四
人
で

あ
っ

た
が
、

う
ち
常
備
兵
が
、

歩
兵
八
十

四
人
、

騎
兵
三
人
、

砲
兵
七
人
、

工
兵
六
人
、

輜
重
兵
一

人
の

合
計
百
一

人
。

補
充
兵
は
、

歩
兵
三
十
四
人
、

騎
兵
三
人
、

砲
兵
三
人
、

工

兵
二
人
、

輜
重
兵
一

人
の

合
計
四
十
三
人
と
い

う
内
訳
で

あ
っ

た
。

常
備
兵
百
一

人
は
、

こ

の

年
六
月
一

日
か
ら
十
日
ま
で

の

間
に

東
京
鎮
台
千
葉
県
の

佐
倉
分
営
に

入
営
し
た
。

県
で

は
、

こ

の

月
国
民
軍
創
出
の

た
め
、

村
々

で

十
七
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の

成
年
男
子
を
調
査
し
、

国
民
軍
連
名
簿
の

作

成
を
命
じ
、

県
官
が
各
村
を
巡
回
す
る
な
ど
し
て
、

も
っ

ぱ
ら
徴
兵
の

徹
底
に

意
を
注
い

で
い

た
（『
神
奈
川
県

史
料
』
第
一

巻
、

『
町
田
市
史
』
下
巻
）。

し
か
し
、

徴
兵
の

実
が
あ
が
ら
ず
、

県
官
の

心
痛
事
と
な
る
ほ
ど
に

逃

走
亡
命
者
が
出
る
始
末
で

あ
っ

た
こ

と
は
す
で
に

み
た
と
お
り
で

あ
る
。

徴
兵
検
査
を
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と
し
て

逃
走
す
る
だ
け
で

は
な
か
っ

た
。

第
一

回
の

徴
兵
で
、

東
京
鎮
台
第
一

連
隊
第
二
大
隊
第
一

中
隊
に

服
役
中
の

兵
士
が
入
営
二
か
月
で

脱
走
を
企
て
た
。

県
令
の

大
江
卓
は
、

兵
士
の

出
身
地
の

区
長
に
、

区
内
に

潜
伏
し
て
い

る
の

を
発
見
し
た
ら
取
り
押
さ
え
て
、

た
だ
ち
に

連
行
す
る
こ

と
を
厳
し
く
命
じ
た
よ
う
に
、

徴
兵
忌
避

に
は
、

神
経
を
く
ば
っ

て
い

た
（『
川
崎
市
史
』）。

徴
兵
令
が
、

意
図
ど
お
り
に

実
施
さ
れ
る
か
否
か
は
、

村
々

で

お
こ

な
う
徴
兵
下
検
査
の

成
否
に

か
か
っ

て
い

た
と
も
い

え
る
。

し
か
し
、

こ

の

検
査
に

か
か
る
費
用
や
、

適
格
者
を
徴
兵
検
査
場
へ

引
率
し
て
い

く
往
復
の

費
用
な
ど
の

徴
兵
に

か
か
る
経
費
は
、

官
費
支
弁
の

項
目

も
あ
っ

た

が
、

そ
の

ほ
と
ん
ど
が
区
費
、

あ
る
い

は
郡
区
役
所
な
ら
び
に

戸
長
役
場
経
費
で

賄
わ
れ
た
。

こ

の

費
用
の

負
担
は
、

ひ
と
え
に

県
民
の

負
担
に

か

か
っ

て
い

た
の
で

あ
る
（『
神
奈
川
県
布
達
』
一

八
七
七
年
一

月
十
日
、

一

八
八
〇
年
三
月
十
六
日

）。
第
二

回
目
の

徴
兵
検
査
（
一

八
七
四
年
二
月
）
か
ら
、

第11表　神奈川県徴兵人員（1873年～1878年）
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